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1会 計制度の国際比較

国際会計 の分野 は、われ われが研究 の対象 と して扱 う場合、大 きく3つ の問題領

域 に分けて捉 えることがで きる。すなわち、第1が 国際間に生ず る個別 の会計処理

問題、第2が 国 ご とに異な る会計制度 の国際比較 問題、お よび第3が 財務会計基準

の国際的調和化 も しくは融合化 問題の3つ の領域 である。 と りわけ、第3の 国際会

計基準の形成の問題 は、理論的 な研究の課題 であ るとともに、国際的な制度形成 の

手続 を伴 う実践的な課題 ともなってい るため、国際会計の 中心的 な領域 となってい

る。

2003年 度神奈川 大学大学院経営学研 究科 の 「国際会計特講ゴ は、上記 の第2に 示

す会計制度の国際比較 とい う課題 の下に、特 にアジア諸 国の会計制度 について調査 ・

研 究す ることとなった。具体的な研究方 法 としては選択肢が2つ あった。1つ は、

受講生 の中に中国か らの留学生が多い ことか ら、発達著 しい中国の経済 と会計制度

に焦点 を当てて、やや詳細 に分担研究す ることが考 えられた。2つ は、 日本 に紹介

され ることが少 ないア ジア諸国の うち、あ えて 中国以外 の国々を取 り上げて、その

歴史 ・文化、政治 ・経済お よび企業 ・会計制度 の概 要 を明 らかにす るこ とが提案 さ

れた。

検討 の結果、今年度は中国以外のアジア諸国、すなわち韓国、マ レー シア、シン

ガポール、ベ トナ ム、 タイお よび フィ リピンの6ヵ 国の経済 と会計 について 明 らか

にす るこ ととした。 これ らの国々の企業制度や会計制度 につ いては、西洋諸 国 と比

較 して 目本 に紹介 され ることが少な く、 日本で学ぶ会計学徒 に とって大 きな研究課

題 となっている と認識 したか らで ある。そ して、予想 を違 えず実際に各 国の会計制

度 を調査 ・研究す るに至 って、関係 す る文献 ・資料 が少 ない ことに加 えて、最新 の
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制度改革や統計データを入手す ることの困難 に直面す るこ ととなった。

本稿 は、大学院 の特講で行 った上記 の統一テ ーマ での研 究成果の うち、 「フィ リ

ピンの企業会計制度」 のテーマで行 った川嶋寛武君 の研 究成果 とそれに対す る照屋

行雄 の指導内容 を取 りまとめた ものである。論文 の構成 お よび1章 を照屋が企画 ・

執筆 し、2～5章 は川 島の執筆原稿 に照屋が若干 の加筆 ・修正 を施 した。

川 嶋君は、本学大学院経営学研究科 の前期課程2年(指 導教授藤 田昌久先生)に

在 学す る院生であるが、調査 ・研 究の時間的な制約 を打破 し、 また、文献 ・資料の

入 手困難な状況 を克服 して、 フィ リピンの経済 と企業会計制度 について研 究の中間

成果 をま とめ ることに成功 した。記載内容 に項 目間での精粗が あった り、説 明記述

にぎこちない ところが見 られ るものの、研究 の態度 は真摯であ り、論文執筆 につい

て も丁寧 に取 り組 んだ と評価 できる。 当該領域 に関す る川 嶋君の今後の研究 の出発

点 として重要 な意味を もっている と思 う。本誌編集委員会の格別 の理解 を得て、研

究 ノー トとして掲載す るこ とと した。

なお、本稿 の内容 につ いては、企業会計研 究会(神奈川大学照屋行雄研 究室)主催

の第14回 国際会計 ワー クシ ョップ(2004年5月14日 、於一神奈川大学)で 報告を行 っ

た。

2フ ィ リ ピンの 概 況

フ ィ リピ ンの正 式 国名 は 、RepulikangPilipinas(フ ィ リピ ン共 和 国)で あ る。 独

立年 月 日は1946年7月4日(独 立記 念 日は ア ギナル ドが独 立 を宣 言 した6月12日 。)

で 、 首 都 は マ ニ ラ。 大 統 領 は グ ロ リア ・マ カ バ ガル ・ア ロ ヨ(第14代)で あ る

(2004年1月7日 現 在)。 人 口は2000年 国勢 調 査 に よ る と76,498,735人 と され て い る

(2000年5月1日 現在)。

国旗 が 意 味す る とこ ろは 、 赤 は勇 気(国 を守 る為 に流 した国 民 の 血)、 青 は平 和

と団結(理 想)、 白は純 潔 、 三角 形 は平 等(カ テ ィブナ ン)、 太 陽 は 自由(国 家 国民

の 大 い な る歩 み)、 太 陽 か らのび る8本 線 はス ペ イ ンに対 す る独 立武 装 蜂 起 に立 ち

上 が った8つ の地域(マ ニ ラ、 ブ ラカ ン、パ ンパ ンガ 、ヌ エバ エ シバ 、 タル ラ ック、

ラ グナ 、バ タ ンガ ス 、 カ ビテ)、3っ の 星 はル ソ ン、 ピサ ヤ 、 ミンダナ オ の各 地 方

を象 徴 す る。 なお 、 戦時 に は上 下逆 さまに な る。

国土 総 面積 は約28万 平 方 キ ロメー トル で あ る。 日本 の 国土総 面積 全 国 で38万 平 方

キ ロメ ー トル 弱 で あ る こ とか ら、 日本 よ りもか な り小 さな 国 で あ る。 気 候 は 雨季
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(6～10月)と 乾 季(11～5月)に 分 か れ る。 さ らに乾季 は クー ル ドライ シ,_...ズン

(11～2月)と ホ ッ ト ドライ シ・一ズ ン(3～5月)に 分 け られ る他 、1年 中降 雨 が

あっ て雨 季 と乾 季 の 区別 が は っ き りしな い地 方 や 、 乾季 の短 い地 方 な どが あ る。 毎

年熱 帯 性低 気 圧 や 台風 の被 害 が 出 てい る。

公 用 語 は マル コス政 権 下 の73年 憲 法 で 「フ ィ リピノ」 を国 語 と して発 展 させ る こ

とを規 定 し、 タガ ログ語 をべ 一 ス と した 「ピ リピノ」 と英語 を公 用 語 と して い たが 、

フ ィ リピンのマ ル コス 元大 統領 国外 追 放 の 二月 革命 後 の87年 憲法 で 「ピ リピ ノ」 に

英語 や 他 の 地方 語 を加 えた 「フ ィ リピノ」 を国語 と定 め た。 英語 は現 在 も公 用 語 と

して重 要 な位 置 を 占め る。

民族 につ い て、 現在 フ ィ リピ ンの大 部分 を占 めて い るのは 、紀 元 前 後 か ら移 住 し

て きたマ レー人 達 の子 孫 で あ る。 さ らに2万5千 年 か ら3万 年前 に移 住 して きた ネ

グ リ ト族 の子 孫 が 現在 も辺 境 地 に住 ん で い る。 また 、棚 田で 有名 なイ フガ オ族 や イ

ス ラム教徒 な ど主 な少 数 民 族 は55程 度 に分 類 され るが 、そ の 人 口は全 体 の10%に 満

た な い。

宗 教 は ロー マ カ トリ ックが82.9%と 圧 倒 的 多 数 を 占 め、 次 い で プ ロテ ス タ ン ト

5.4%、 イ ス ラム4.6%と 続 く。 仏教 は0.1%と な って い る(NSO-1990年)。 カ トリ ッ

ク教 会 は大 き な発 言力 が あ るが 、 巨大新 興 宗 教 団体 に も政治 的影 響 力 が あ る。

国民性 は 「フ ィ リピー ノ ・ホ ス ピタ リテ ィ」 とい う言 葉 が あ る よ うに、見 知 らぬ

人 に対 して も親 切 で あ る とい われ る。 円滑 な人 間 関係 を志 向す るが 、恥 の意 識 が 強

く無神 経 な言 動 か ら思 わぬ 事態 を招 くこ と もあ る。 また 南 国特 有 の 楽観 的 な性 向 も

み られ る。

教 育制 度 につ い て 、 初 等 教 育(小 学校)は6年 間 で 義 務 教 育 。 続 い て 中等 教 育

(高校)が4年 間 、 高等 教 育(大 学)は4年 間だ が 学 部 、 専 門分 野や 各 学校 に よっ

て変 わ っ て くる。 識 字 率 は95%を 超 え る。 日本 人 学 校 、 イ ンター ナ シ ョナ ル ス クー

ル な どもあ る。

通 貨 はペ ソ、 セ ンタ ボで あ り、100セ ン タボ スで1ペ ソ とな る。 ま た2004年5A17

日現 在 で は1ペ ソ=2.02円 とな っ て い る。 時差 は 日本 よ り1時 問遅 れ 。 国 内 総生 産

(GDP)は3兆9,773億8,000万 ペ ソ(2002)、 国 民 総 生 産(GNP)は4兆2,327

億5,300万 ペ ソ(2002)で あ る(国 民経 済 計 算lNSCB)。

在 留 邦 人 数 につ い て は 、 長 期 滞 在 者 数 がi・i人 、 永 住 者 数 が1,456人 、 総 数 が

10,137人 で あ る(海 外 在 留 邦 人数 統 計(外 務省 一 平成13年10月1日 現 在))。
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3フ ィ リピ ンの 経 済

(1)主 要 産 業

『ア ジア ・太 平 洋 の税務 ガ イ ド』(東 洋 経 済 新 報 社)に よ る と、 主 要産 業 は農 林

水 産 業(全 就 業 人 口の約37%が 従 事)と され て い る。 フ ィ リピン は、総 耕 作 面積 は

130万ha以 上 に達 し、 米 、 と うも ろ こ し、 コ コナ ッツ、 サ トウキ ビ、 タバ コ、マ ニ

ラアサ とい っ た様 々 な作 物 を栽培 す るの に適 して い る。 そ して農 作 物 は総 じて 国 内

需 要 を賄 うの に 十分 で あ り、 一 部 は輸 出 も され て い る。 さ らに約1,500万haも しく

は フ ィ リピ ンの総 面積 の約 半 分 が 、転 用 可能 、 また はい か よ うに も利 用 可能 な地 域

と され て い る。 また 、 フ ィ リピ ンは豊 富 な天 然 資源 に恵 まれ て い るが 、 なか で も鉱

物 資 源 は大規 模 な工 業 の継続 が 可能 な ほ ど豊 富 で あ る。

しか し、 フィ リピンの最 大 の財 産 は、英 語 を話す こ との で きる人 的 資源 が 豊 富 な

こ とで あ る。 それ は フ ィ リ ピノ語 と ともに英 語 も公 用 語 とされ て い るた めで あ る。

さ らに フ ィ リピン人 は 、 中等 ・高等 技術 製 品 の生産 に熟 練 し、経 営 管理 能 力 、 コ ン

ピュー タ技 術 お よび デ ザイ ンの 才能 に も長 けて い る。 フ ィ リピン の労働 力 は15歳 以

上 か ら成 り立 って い る。

(2)経 済 成 長

ア ジ ア通 貨 危機1)以降 は緩 や か な 回復 基調 。02年 のGDP成 長 率4.6%増 を記 録 、政

府 目標 値4.0%を 上 回 った。 政府 は03年 のGDP成 長 率 を4.2%～5.2%増 と予測 。今 後 、

持 続 的 な成 長 を維 持 してい くに は 、経 済構造 改 革 、財 政 赤字 解 消 、不 良債 権 処理 、

治 安 回 復 に よる フ ィ リピン経 済へ の信頼 回復 が 課題 で あ る。

しか し、2001年 に は経 済 は減 速 。 エ レク トロニ クス製 品 を中 心 に輸 出 の約45%が

工業 製 品 を 占め 、IT関 連 需 要 の減 退 で輸 出 が大 幅 下 落(6月 マ イ ナ ス24.7%)し て

い る。 この た め 工業 生 産 も鈍 化 。 ペ ソ下落(対 ドル 相 場 は8月 平均 で 前年 比 約.13.4

%下 落)か ら輸 入 物価 が上 昇 し、イ ン フ レ圧 力 が 高 ま って い る。 政府 は 、貧 困政 策

を 重 要課 題 に掲 げ る一 方 、 ペ ソ防衛 策 を7月27日 に発 表(流 動 性 準備 率 を7%か ら

9%に 引 き上 げ、 米 ドル の両 替制 限強化 な ど)し て い る。

(3)二 国 間 関 係

政 治 的 に は 、外 務省 に よ る と、両 国 にお いて は政 治 的 に懸 案 事 項 は存 在 せ ず 、活

発 な貿 易 、投 資 、 経 済協 力 関係 を背 景 に、 両 国の 友好 関係 は極 め て良好 で あ る、 と

してい る。

経 済 的 に は以 下 の よ うな実 情 が発 表 され てい る。

206



研究ノート●フィリピンの企業会計制度

① 貿 易 品 目

輸 出 一 半 導 体 、 電 気 機 器 ・部 品 、 ワ イ ヤ ー ハ ー ネ ス

輸 入 一 電 気 機 器 用 部 品 、 乗 用 車 用 部 品 、 コ ン ピ ュ ー タ 用 部 品

② 貿 易 額(財 務 省 貿 易 統 計 、 億 円)

輸 出 一6,034(99年)、7,762(00年 〉、7,790(01年)、8,140(02年)

輸 入 一9,969(99年)、11,057(00年)、9,951(01年)、10,578(02年)

収 支 一 一3,935(99年)、-3,295(00年 〉、一一2,161(01年)、-2,438(02年)

③ 我 が 国 か らの 対 比 投 資(比 側 統 計 、 億 ペ ソ)

(イ)直 接 投 資

19.8(99年)、18.1(00年)、16.7(01年)、14.9(02年)

(ロ)輸 出 加 工 区 へ の 投 資(比 側 統 計 、 億 ペ ソ)

95.0(99年)、146.4(00年)、196.8(01年)、161.8(02年)

4フ ィリピンの企業会計制度

(1)フ ィ リ ピ ンの 事 業 形 態

『ア ジア ・太平洋 の税務 ガイ ド』(東 洋 経済新報社)に よると、 フィ リピンの事

業形態は以下の5つ の形態 としてい る。

① 内国法人…出資者の国籍 に関わ らず、フィ リピン法に よって組 織 された法人。

② 外国法人の支店…国外法 によって組織 された法人で、事業 を営む許可 を受 け

た支店。

③ 地域統括本部 …アジア ・太平洋地域内に存在す る関連会社、子会社お よび支

店 の監督 ・連絡 ・調整 を行 う。 フィ リピンにおいて収益活動に従事 してはな

らない。

④ 駐在員事務所 …駐在員事務所 の業務 は、本社製 品の販売促進 活動お よび本社

に関す る情報の収集活動 に限定 され てい る。収益活動 に従事 してはな らない。

⑤ 地域統括営業本部…多国籍企 業に よって フィ リピンに組織 された支店で、以

下の事業 に従事 してい るもの。

・一般管理お よび計画

・経営計画お よび調整

・原材料及び完成品の調達

・財務戦略サー ビス
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・市場調査お よび販売促進活動

・訓練お よび人事管理

・物流サー ビス

・研究 開発 お よび製品改良

・技術サポー トお よびメ ンテナ ンス

・デー タプ ロセ ッシング、交信 、お よび業務 開発

(2)特 定 の 会 計 法 規

フィ リピンの法制度 は法典の慣習法 との混合物である。前者 の法典はかつ てスペ

イ ンに統治 されていたため、スペイ ンの ものを踏襲 した ものであ り、後者 の慣習法

のシステムは1898年 か ら1946年 の期間に植 えっ け られ たものである。 商業取 引を管

理す る法令 を含 めて、多 くの フィ リピン法令 はア メ リカ法 を模範 としてい る。 これ

は1899年 の米比戦争 によ りアメ リカの支配 を受 けていた影響が残 っているのである。

フィ リピンにおける企 業財務会計 には、特 に会社法 と改正証券法 の2つ の法律 が

関連 している。 この2つ の法律 について、『アジア太平洋地域 の会計』(九 州大学出

版会)に よる と、以下 のよ うに定義 し、特徴づ けている。

「1980年に議会 に よって制 定 された会社法は、 フィ リピンでの会社設 立 ・営業を取

り扱 う法律 の主要 部分 であ る。(中 略)こ の会社 法 は、主 として、1906年 にフ ィ リ

ピン議会 によって制定 され 、またアメ リカ会社法 を基礎 とした旧会社法 を模範 と し

ている。 会社有価証券の発行 を通 じての財 務の拠 り所は、1982年2月 に制定 され た

改正証券法に よって統括 されてい る。 この法は1933年 のアメ リカ証券法 を手本 とし

てお り、(a)適 切 で、信頼でき る財務情報 を公衆 に提供す るこ とを発行者 に要請す

ることによって有価 証券 の流通 と、(b)有 価証券市場の運営 を含 む証券取引を規制

してい る。

会社法 と改正証券 法は、 フィ リピン証券 取引委員 会に よって管理 され、実施 され

てい る。会社法 につ いて言 えば、証券取引委員会は、 この法の もとで登記 されたす

べての会社 に最低 限の報告要請 を命 じている2) 。す べてこの よ うな会社 は、独 立公

認会計士 に よって監査 された、前期の会計年度 を含 む年次営業報告書 と貸借対照法

を、証券取 引委員会 に提出す ることが要請 されてい る。証券取 引委員会 は提 出を求

めてい る財務諸表 の様式 と内容 を規定 している。 もっ とも、 これ は、何が財務 諸表

に含 まれ るべ きかの一般 的な記述 に限 られ てい るのであるが。証券取引委員会 は改

正証券法 の もとで、公衆に発行 され た証券 について報告要請 を実施 し、その内容 を

規定 してい る。
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上記の会社法の規定の適用 は、会社 の規模 に対 して よ りもその法的な形態に関わっ

てい る。 フィ リピンで営業活動 に従事す るすべ ての会社 は、営利 か非営利 かにかか

わ らず 、証券取引委員会に登記 しなけれ ばな らない。 さ らに、 フィ リピン民法 のも

とでは、現金 あるいはその他 の財 産で3,000ペ ソ以 上の資本 を持 つ組 合 は証券取 引

委員会 で認可 され 、登記 され なけれ ばな らない。改正証券法の規定は、ただ、公衆

への株式公募3}を 通 じて資本 を調達 しよ うとす る、 あるいはそ うした後 に、 フィ リ

ピン証券取 引所 の よ うな組織的な証券市場で 自己の証券の取 引を行お うとす る会社

にのみ適用 され るものであ る。

他方 、証券取引委員会に よって公布 された一 定の規制 は、一定の規模の会社 のみ

に適用 され る。 た とえば、監査済みの財務諸表 の提 出に関す る規定は、最低5万 ペ

ソの払込資本を有す る会社 、20人 以 上の株 主を持つ会社 、有価 証券 を公衆に売 り出

し公募 してい る会社、お よび外国会社 の支店に関わ っている。」

以上をま とめ ると次の よ うな表 となる。

会社法 証券法

制定年度 1906年 1982年

役 割

フ ィ リピンでの会社設 立 ・

営業 を取 り扱 う法律 の主要

部分

会社有価証券の発行を通じての財務の拠

り所

管 理 者 フィリピン証券取 引委員会

音 ・圭,u、 我 最低限の財務報告要請 公衆 に発行 され た証券 につ いて報告要請

適用範囲

フ ィリピンで営業活動 に従

事す るすべての会社

公 衆への株 式公募 を通 じて資本 を調達 し

よ うとす る、あ るいは、証券市場 で 自己

の証券の取引を行 なお うとす る会社 のみ

適用

(3)会 計 基 準 の 設 定機 関

会計基準の拠 り所 とな る組織 は、主に以下の4つ とな る。

・会計基準評議会

・専門職 規制委員会

・会計審議会

・フィ リピン公認会計士協会

上記 の組織 はそれぞれ 、各組織 が発表 した基準 を承認 し合い、それぞれ が違 う立
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場か ら会計基準をみているのである。『アジア太平洋地域 の会計』(九 州大学出版会)

によると各組織 は次 のよ うに定義 され る。

① 会計基準評議会

現在最 も直接的 に規準 の発案 と展開 に関わってい る。 フィ リピン会計士協会

の支援 の下 で、 フィ リピンにお ける一般 に認 め られ た会 計原則(GAAPs)

を確立 し、改善す るために創設 された。

② 専門職規制委員会

主たる機能 は、シュシュの専門職や職業 の規制 ・免許 の授与に関わる政府 の

製作 を管理 し、実施 し、施行 を促す。会計基準評議会 によって交付 され たす

べての財務会計基 準を承認す る。

③ 会計審議会

主たる 目的は、フィ リピンにおける会計 実践 を監督 し、統制 し、規制す るこ

と。会計基準評議 会に よって交付 され たすべ ての財務会計基準を承認す る。

④ フィリピン公認会計士協会

公的業務、工業、政府 、教育にお けるフィ リピン公認会計士 を代表す る公認

の団体。国際的 な舞台で行動 してい る。

フィ リピンでは、会計基準評議会が中心 となって会計基準の設定を行なっている。

会計基準を設定す る際 に会計基準審議会 が採用す る手1頂は、国際会計基準委員会 と

アメ リカ財務会計基準審議会 による場合 と同 じである。会計基準 は、会計基準評議

会の メンバー及びそ の他 の専門家で構成 され た タスク ・フォースが公 開草案 を作成

し1会 計基準評議会 のメンバー の うち一定人数 に よって承認 され る と、フィ リピン

公認会計士協会、 フィ リピン財務経営者協会の メンバー及 びその他 の利害関係者 に

配布 され 、 コメン トを求 める。 コメン トは原則 として60日 間公開 され 、会計基準評

議会及 びタスク ・フォースに よって検討 され、公 開草案に改訂が加 えられ る。 改訂

草案 は一定人数 の評議員 に よって承認 され る と、財務会計基準所(SFAS)と して

公表 され る。SFASは さらに会計審議会及び専 門職規制委員会 の承認 を得た後、財

務報告 を規制す る法律 とな る。

従 って、フィ リピンにお ける財務会計基準書は会計基準評議会 を中心 とす る会計

規制団体に よ り制定 され る法律 であ り、財務諸表は この基準書 に準拠 して作成 され

るので ある。

会計基準 の設定 を行 う機 関の沿革 お よびそれ ぞれ の組織 の詳細 について、『アジア

太平洋地域 の会計』 よ り以下の よ うに表 されてい る。
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大統領令第692に よって1975年 に発布 された改正会計法は、 この国の公認会計士 の

ために諸規則 を公布 し、専門的な基準 を設 けるための権限を付与 され た唯一の権威

あ る機 関 として会計審議会 を置 き、そのメンバ0を 指名 した。現在最 も直接 的に基

準の発案 と展 開に関わってい る機関は、会計基準評議会であ る。 これ らの機 関につ

いて以下に詳述す る。

専門職規制委員会 は、1973年 に大統領令第223に よって設 立 され た。 その主たる

機能 は、種 々の専門職や職 業の規制 ・免許 の授 与に関わる政府の政策 を管理 し、実

施 し、そ して強 く施行 を促 す ことで ある。専門職規制委員 会には、個 々の専門領域

に責任 を持 っ会計、工学お よび医学 に従事す る人々を含 むい くつかの審議会が存在

してい る。 高度 に専門的で、倫理的で、技術的な基準 を十分に発展 させ 、保持 させ

る方策の採用が保証 され るよ うに、一般 に審議 会は専 門職 にある人々の実践 を監督

す る責任 を負 ってい る。審議会 に関す る法令 は、法 的な効力を有す る以前 に専門職

規制委員会 に よって検討 され、正式 に承認 されなけれ ばな らない。

会計審議会 は、会計 士のメンバーの推薦 に基づいてブイ リピン大統領 によって指

名 され る7人 のメンバーか ら成 る。審議会 の主たる 目的 は、 「フィ リピンにおけ る

会計実践 を監督 し、統制 し、規制す ること」で ある。会計専門職への加入 は、 とり

わけi会 が管轄す る公認 会計士協会の資格試 験に合格す ることが条件付 け られ て

い る。大統領令第692に よれば、 「会計業務」は、公 的な会計業務のみな らず 、政府 、

商業 、工業、学校でのそれ を包含 してい る。 これ らのいろい ろな範疇 については、

特別条項に よる専門職倫理 コー ドが公認会計士協会 の援助 を もって1978年 に公布 さ

れ、専門職委員会 によって承認 された。会計審議会 には、審議会 によって公布 され

たその他の規則 と同様 に、申 し立て られた倫理 コー ドの違反を調査す る権限 を付 与

され てい る。専 門職規制委員会 と共 に、会計審議会 は、会計基準評議会 によって公

布 されたすべての財務会計基準を承認す る。

ブイリピン公認会計 士協会は1929年 に成 立 し、1975年 に公 的業務、工業、政府 、

教育にお けるフィ リピン公認会計士 を代表す る公認 の団体 として再組織 された。会

計基準評議会 の形成 以前 には、フ ィリピン公認 会計 士協会は、会計実践 と監査基 準

について勧 告す る主た る源であった。それ はまた、そのメンバー のために専門職 と

しての行為規則 を公布 した。 フィ リピン公認会計士協会 は国際的 な舞 台で、積極 的

に行動 してきてお り、1957年 に第1回 会計 士極東会議 を、そ して1979年 に第9回 ア

ジア太平洋 会計士会議 を後援 した。それはまた、1976年 に、その後アセアン会計 士

連盟 の形成 へ と導いた第1回 アセ アン会計 士フォー ラムの組織化 に貢献 した。当協
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会 は 、会 計 の調 和 化 と監 査 基 準 に 関連 した2つ の国 際 的 な組 織(国 際会 計基 準委 員

会 と国際 会 計 士連 盟)の メ ンバ.____であ る。

会 計 基 準評 議 会 は 、 フ ィ リピ ン会 計 士 協会 の支援 の も とで 、 フ ィ リピンにお け る

一 般 に認 め られ た 会 計 原 則(GAAPs)を 確 立 し
、 改 善す るた め に1981年 に創 設 さ

れ た4)。 評 議 会 は8人 の メ ンバ ー か ら成 っ てい る。 つ ま り、 フ ィ リピン公 認 会 計 士

協 会 か らの4人 、3つ の規 制機 関(証 券 取 引委 員 会 、 中央銀 行 、会 計審 議 会)か ら

の各4名 、 お よび フ ィ リピン財 務 経 営者 協会 か らの1名5)。 会 計基 準評 議 会 は、 専

門職 規 制 委 員 会 が 承認 した 際 に は フ ィ リピ ンに お け るGAAPsを 構 成 す る こ とに な

る財 務 会計 基 準 ステ ー トメ ン トとそ れ に 関連 す る注解 を公布 して い る。 これ まで 、

会 計 基 準評 議 会 は、 フ ィ リピン公 認 会 計 士協 会 、国 際会 計 基 準委 員 会 、 ア メ リカ財

務 会 計 基 準審 議 会 が よ り早 い 時期 に 出 した見 解 を これ らの基 準 の基 礎 と して い るの

で あ る。

5フ ィ リ ピンの デ ィス ク ロ ー ジ ャー 制 度

(1)財 務 報 告 と基 準

フィ リピンの基準設定 については、アメ リカ の影響 を強 く受 けてきた。例 えば、

会計基準を設定す る場合 には、会計基準委員会 は国際会計基 準委員会や アメ リカ財
しん しゃ く

務会計審議会 といった よ うな団体 によって公布 され た基準 を特 に掛酌 している。 つ

ま り、 フィ リピンの財務報告制度 は会社法、証券法、及び会計基準書の基底 に従っ

て行なわれ てい るのである。 フ ィ リピンにお ける会計情報の基礎 を形成す る財務諸

表 は、貸借対照表、損益計算書 ・利 益剰余金計算書 と財務状態変動表6〕か ら成 って

い る。

『財務報告制度 の国際比較 と分析』(税 務経理協会)に よる と、 フィリピンでは、

デ ィス クロー ジャーす る財務諸表 には、一般的 目的 と質的 目的が存在す るとされ て

い る。 一般的 目的 とは、以下の5項 目である。

① 企業 の経済資源 と債務 についての信頼で きる財務情報 を提供す ること

② 企業 の資源 の変動 について信頼 できる財務情報 を提供す るこ と

③ 企業 の潜在 的利益 を評価す る財務情報 を提供す ること

④ 経済資源 と債務の変動 にお けるその他 の情報 を提供す るこ と

⑤ 財務諸表 に関す るその他 の情報を提供す ること

さらに質的 目的には以下の7項 目が存在 す る。
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① 目的適合性 …会計情報が投資家の意思決定に役 立っ こ と

② 理解可能性 …提供 され る情報が理解可能な ものでなければな らない とい う特性

③ 検証 可能性 …1つ の経済的事象 に対 して 同 じ測定方法 を用 いれ ば、測定者が

多数 で も同 じ結果 を得 ることができ ること

④ 中立性 …情報を提供す る利害 関係者 によって報告 内容 が変わ らない こと

⑤ 適時性 …会計報告書 は期末後 に早急 に公表 され 、適時性 を維持す ること

⑥ 比較 可能性 …過去 の業績 との期間比較、客体比較 がで きるよ う比較可能性 を

確保 できるよ うにす ること

⑦ 完全性 …企業の経済活動 を全般的に描写 できるよ うに情 報を提示す ること

また、財務諸表の具体的項 目と して、以下、『アジア太平洋地域の会計』(吸 収 出

版会)を 参 考 として、具体例 をい くつか挙げてい く。

会計基準評議会の経過的 な条項規定 のも とで は、会計基準評議会の公布 に よって

いまだ取って代わ られ ていないフィ リピン公認会計士協会 によって公布 され た会計

原則公報 は、 この国のGAAPの 一部 を形成 し、少な くとも5つ の会計原則公報が こ

れ まで取って代わ られ ていない、 としてい る。すなわ ち、所得税会計、退職金 プラ

ンの原価 に関す る会計 、中間財務報告、物価変動への会計 の反応 、負債の非現金項

目による返 済、調整 のための会計7)で ある。 これ らは、1970年 か ら1981年 までの間

に公布 され た24の 会計原則公報 と1っ の特別公報の 中で効力 を有 してい るもので あ

る。

資産、負債 に当てはまる測定公準 のほ とん どは、棚卸資産の原価の測定方法が原

価 フロー仮説(個 別法 、加重平均法、先入先出法、後入先 出法)81の1つ を用いて

測定 され る等、アメ リカで用い られてい るかあるいは国際会計基準 によって採用 さ

れ てい るもの と類似 してい る。(た だ し、後入先 出法 は、税法報告 目的 のた めには

許容 されていない9)。)

フィ リピンの測定基 準は原則 と して取得原価で ある。 これ は、棚卸資産、市場性

のある有価証券 と投資の よ うな一定 の資産については取得原価 か市場価額 の低い方

によって修正 され うる。 固定資産 については、 また独 立 した専門家 によってな され

た鑑定 に従 って取替原価 に基づ く高い価格 への再評価 が許 され ているのが特徴で あ

る。 これはアメ リカの基準 と違 う唯一 の重要な ものである。

財務報告へ の意識が高まったのは、過 去にフ ィリピンが経験 したイ ンフレによる

財務諸表への影響であった。そのため、 フィ リピン公認会計士協会は、1971年12月

に固定資産再評価の特別公報第2を 公布 し、 さらに1985年 には会計基準評議会 によっ
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て公 布 され た財 務 会計 基 準 ステ ー トメ ン ト12に お い て 固定 資 産再 評 価 が 取 り扱 われ

た。

フ ィ リピン会 社 法 は 、企 業結 合 を取 り扱 うこ とに関 して2つ の形 態 の企 業 結合 会

計法 、す なわ ち 「買収(パ ー チ ェ ス)法 」 ・ 「取 得 法」 お よび 「持 分(プ ー リン グ)

法 」 ・ 「合 併 法」 を認 めてい る。 前者 の 方法 は 、合併 会 社 が被 合 併 会社 を買収 す る

とい う性 質 を有 し、後 者 は 、2っ の企 業 が合 併 し、 買収 して1つ の企 業 に な る とい

うよ りも、株 式持 分 に よる支 配 に よ る親 会社 、子 会社 化 で あ る。 これ は 、英 米 的 な

実践 に追 随 して い る。 現行 の基 準 は 、取 引 が持 分 法 を用 いて 会計 処 理 され る以 前 に

満 た さな けれ ば な らな い12の 条件 を詳 記 して い る。 これ らは 、以 下 の よ うな諸 特徴

を基 礎 と した3つ の範 疇 に分 類 され うる。 ① 結 合 す る企 業 の 属性1② 持 分 が結合 さ

れ る方 法 、③ 計画 的 な 取 引 で ない こ と。

フ ィ リピン企 業 法 は、 「エ ンテ ィテ ィ(企 業組 織)」 の用 語 につ い て特 に規 定 して

い な い。 しか しな が ら、 以 下 の事 業 の法 的形 態 が認 め られ てい る。(a)会 社 、(b)

組 合(パ ー トナ ー シ ップ)、(c)共 同 出資 企 業 、(d)外 国会 社 の支 社 、(e)個 人 事

業。 これ らの形 態 の うちで 、会社 と組 合 は 、 それ らの所 有者 とは別 個 の 法人 格 を持

つ もの と して 取 り扱 わ れ る。 会社 は 、小 売 、広 告 、 天然 資源 の採 掘 ・開発 とい った

よ うな若 干 の事 業 に対 して は、最 低 の現 地所 有 につ い て の制約 に従 えば 、非 フ ィ リ

ピ ン人 に よっ て部 分 的 ある い は全 体的 に所有 され うる。 フ ィ リピ ンの株 式会 社 は 、

現行 の株 式 法 が ど う目的 の ア メ リカ法 を模 範 と した もの で あ るか ら、ア メ リカの そ

れ に非 常 に類 似 してい る。 所 有権 は株 式 数 に分 割 され 、所 有者 の責 任 は会 社 へ の 投

資 額 に限 定 され る。 会 社 名 に は 、 通 常 そ れ らの 法 的 身 分 を 呼称 す る た め に 「inc」

あ るい は 「incorporated」 とい う文 字 が添 え られ る。

偶 発 損 失 準備 金 と留保 性 準備 金 に 関す る2つ の よ り重 要性 の小 さい 問題 につ い て

は 、第1に 、 フ ィ リピンの会 計基 準 は企 業 に一 般 的 な偶 発 損 失 の た めの 準備 金 を計

上す る こ とを許 してい な い とい うこ とが 注意 され ね ば な らな い。 偶 発 的利 得 は、 そ

の 実現 が実 際 に確 実 で ある と思 わ れ ない 限 り、計 上 され えな い。 第2に 、 当期 の 費

用 は留 保利 益 にチ ャー ジ され るの で な く、損 益 計 算 書 に反 映 され ね ばな らない けれ

ども、 なん らか の合 法 的 な 目的 で の留 保利 益 の積 立 計上 は許 され てい る。 積 立 計 上

が もはや 必 要 で な くな った な らば 、 それ は 、直 接 留保 利 益 に戻 しいれ られ ね ばな ら

な い。

最 後 に、 リー ス 、研 究 開発 お よび無 形 資産 を含 む そ の他 の形 態 の取 引 につ い て測

定 の指 針 を定義 す る面 で は現 存 の 基準 は何 も述 べ て い な いか 、 明確 で は な い。 フ ィ
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リピンの会計基 準は、今後 リースの問題 に取 り掛 か らねばな らない。 フィ リピンに

おいて リー ス金融 は一般的な金融形態 ではない。それは、チ ャージ され る高い利子

率が原 因 となっている(1992年 には率は30%近 くに達 していた)。

研究 開発費の会計 も、また同様 に特別の国内会計基準によって網羅 されていない。

広 く行 われ てい る実践 は、繰延計上が正 当化 され る場合 を除 いて研 究開発費 を費用

勘定 にチ ャー ジす ることである。 これ に関 して、詳細な指針 は、再び、 しば しばア

メ リカない し国際会計基準委員会の基 準に求め られ る。

無形資産の場合 には、基準は存在す るが、その基 準は、著作権、ブラン ド、商標、

一手販 売権(フ ランチャイズ)と い った よ うな ものに関す る特別 の評価 問題 につ い

て言及 していない。

(2)フ ィ リ ピンの 財 務 報 告 制 度

歴史上、フィ リピンは1521年 にスペ インの統治下、1898年 以降はアメ リカの統治

下に置かれ た ことに よ り、その法制度 はスペイ ンとアメ リカの影 響 を強 く受 けてい

た。 フィ リピンの財務報告制度 は、現在 、法制度 と同様 に、アメ リカの会計実務お

よび監査実務 に従 って行われ たので ある。

フ ィリピンの財務報告制度 は会社 法、証券法、お よび会計基準書(SFAS)の

規定 に従 って行われ ていて、そ の多 くはIASに 準拠 している。 しか し、それはS

FASの 中に部分的に採 り入れ ているにす ぎない。 また、SFASの 一一部 はア メ リ

カの会計基準 を採用 してお り、フィ リピンにおいてなん ら規 定が存在 しない分野に

おいては、アメ リカの会計基準 が指針 として利用 されてい る。IASの 一部導入 に

関 しては、『財務 報告制度 の国際比較 と分析』(税 務経理協会)に よる と、 「IAS

4は 減価償却 を規定 したものであ り、森林等の再生可能 な資産 、鉱 物 ・石油 ・天然

ガス等の再生産不能な資産、試験研 究費 ・開発 費、のれん を除 く償却資産 について

取 り扱 ってい る。 しか しSFAS6(有 形固定資産 におけるGAAPの 要約)は有形

固定資産の償却 に限定 してい る」、等 があげ られ ている。

さらに、財務諸表以外 にも、監査報告書 、経営者責務陳述書 が開示 され、企業に

よって は、雇用情報 ・環境情報 ・地域社会情報な どの社会関連情報 も開示 されてい

る。 まだ途 上国で あるフィ リピンでは、海外投資家 の 目を惹 くことは経済的 に非常

に重要であ り、情報開示 は株式投資を助長す る大 きな要素 として必要不可欠 であ る。

『財務報告制度の国際比較 と分析』(税 務経理協会)に よる と、株 主の権利 に対す る

意識 も着実に広まってきていて、少数株主の権利 を守るためにも、デ ィスクロージャー

の必要性 が意識 されている、 と述べ られている。
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注

1)ア ジア通貨危機

1997年7月2日 のタイの通貨危機 に続 き、11日 にフィ リピン ・ペ ソは実質的な

切 り下げを余儀 な くされ大幅 に減価 した。

経済成長率は、90年 代 に入 ってか ら政情不安、 自然災害、電力不足な どによ り

低迷 していたが 、93年 以降、ASEAN四 力国の 中では最 も送れ て成長 軌道 に乗 っ

た。97に 入 ってか らも投 資 ・輸出の増加 によ り上半期 は5.3%の 成長 を した。 し

か しなが ら、ペ ソ防衛 のための高金利 による投資の原則や株価 の下落に よ り、97

年 の第三 ・四半期 には4.9%と 低下 した。

フィ リピン経済は、中間財 ・資本財産業の発達が遅れたことか ら、経済成長に伴っ

て経 常収支赤字が拡大す るとい う国際収支構造 をもって きた。96年 は景気拡大に

伴 い資本財輸 入が増大 したため、経常収支 は大幅に拡大 した。

この よ うに経常収支赤字が拡大 していた にもかかわ らず 、為替 レー トが実質上

ドル にペ ッグされ ていた(固 定相場 となっていた)た めに過大評価 となっていた

こと、資本流入の多 くが短期的な資金 であった こ と、外貨準備が少 なかったこと、

対外債務 が増 大 していた ことな どの問題 を抱 えていた。 これ らの ことか ら、 タイ

バーツの次の標的 として フィ リピンペ ソは実質的な切 り下げを余儀 な くされたの

で ある。 しか しなが ら、経常収支 赤字 は低水準で あ り、また、IMFの 監督 下で慎

重なマク ロ政策 が採 られ ていたた め、バブル を引き起 こす局面 にまで経済が過熱

してお らず、不動産バブル の崩壊 とい う状況は発生 していなか った。

2)フ ィ リピンで企業経 営活動 を始めるに先立 ち会社法の条項 に基づ きフィ リピン

証券委員会に登記す ることは強制的である。

3)20人 以上への有価証券の売 出公募 は、「公開公 募」で ある と考 え られ る。

4)会 計基準評議会 は、1981年 にフィ リピン公認会計士協会 の会計調査委員会 と、

フィ リピンにおける財務会計基準 と基準設定の現状 についての特別研究 によって

な された調査 に応 えて形成 された。 この研 究は、現在 にお ける標準設定の勧告的

性質 の弱 さ、その遵守のモ ニタ リングの欠如 、専 門職 以外 での十分 な協議 の不足

お よび米国基 準への過度 の依存傾 向を明 らかに した。

5)フ ィリピン財務経営者協会 は、主に事業経 営の財務 、出納、財務報告等の機能

に関係 してい る人々か ら成 る私的な組織であ る。一般 的に、協会 の会員 は、それ

ぞれの組織にお ける中級経営者 、上級経営者の地位 にある人 々に限定 されている。

例 えば、会計管理者、 コン トロー ラー、副社長そ して最高経営責任者であ る。
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6)1993年7月 に、会計基 準評議会 は、財務状態変動表 に代 わって キャッシ ュ ・フ

ロー計算書 を作成す るこ とを会社 に要求す る基準 を公布 した。

7)負 債の非現金項 目による返済は、債権者に財産 を移転 して負債を処理す る。 フィ

リピンでの比較的一般的な企業実践 に関係 している。一一般 的に言 えば、利得 ある

いは損失 は、償却 された負債額 に基 づいた勘 定において認識 され る。

8)製 造間接費あ るい は製 品間接費は、合理的で、体系的な基準で棚卸資産 に配賦

され ねばな らない。一般販売 ・管理費 は期間原価 として取 り扱 われ なけれ ばな ら

ない。

9)内 国歳入局は低価法 を認 めてい る。 しか しなが ら、所得 を明確 に反映す る課税

計算 を求 めてい る内国歳入法、144条 と145条 の もとで、それ は、後入先出法 を許

していない。後入先 出法 は、高いイ ンフ レの時には著 しく圧縮 され た利益 に導 く

ために、許 され てこなかったのである。
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